
　・開放病床－利用の手引き―をご理解いただいた上で、登録医にお申し込みください。

　・呉市医師会、または、安芸地区医師会に所属されている医師の方は、『様式１－Ａ』を、

　　その他の医師、並びに歯科医師の方は、『様式１－Ｂ』を、提出してください。

　・登録医のお申し込みは、随時、受け付けます。

　・受付後、登録医として登録した旨を、『登録医証』を発行して返答いたします。

　　その際、開放病床の利用開始期日や利用の詳細について、ご案内いたします。

　＊＊ご不明の点がございましたら、地域医療連携室へお問い合わせください。＊＊＊

国家公務員共済組合連合会

　呉共済病院　地域医療連携室

　　ＴＥＬ　代表　０８２３（２２）２１１１　内線５１６０

『登録医申請書（様式１－Ａ）』を
所属医師会長へ提出してください。

開放病床利用に関する『登録医』の手続きについて

呉共済病院長の承認が必要です。

開放病床利用の「登録医」として登録し、『登録医証（様式２）』を発行いたします。

　○左記の医師会に所属しない医師

　○安芸地区医師会に所属する医師 　○歯科医師

　○呉市医師会に所属する医師

所属医師会長の推薦が必要です。
『登録医申請書（様式１－Ｂ）』

を提出してください。


